
「里親制度をご存知ですか？」
 ～里親講座のご案内～

　里親制度とは、さまざまな理由により家庭で生活できなくなった子どもを自分の家庭に迎え入れ、
温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境のもとで養育する制度です。里親講座に来てみません
か？里親ってどんな人、制度について知りたいなど少しでも里親に興味がある方なら大歓迎です。申
し込みは不要です。お気軽にお越しください。

ところ　和水町公民館　１階会議室
講座内容　社会的養護の現状、ＤＶＤ視聴、里親制度説明、
　　　　質疑応答、個別相談

と　き　３月22日（火）　午後２時～３時

　認知症の人を介護されているご家族で、心がちょっと疲れたかな？と思ったあなた。

この“つどい”に参加してみませんか。
　今月は、県認知症コールセンターのスタッフから「認知症カフェ※」についてお話
をしていただきます。

　“つどい”は、参加した人たちが日ごろの介護についての疑問など、何でもお話し
いただける場です。お気軽にご参加ください。
※認知症カフェ・・・認知症の人やその家族が気軽に立ち寄ることができる地域に開

かれた出入り自由な場です。

と こ ろ　　和水町福祉センター
参加対象　　町内で認知症の人を介護しているご家族および経験者

と 　 き 　 ３月30日（水）　午後１時30分～３時30分

問い合わせ先　本庁　健康福祉課　地域包括支援係　☎0968・86・5724

認知症家族介護者のつどい
参加費
無料

農林振興課 健康福祉課 学校教育課 税務住民課

問い合わせ先 本庁　健康福祉課　子ども家庭係 ☎0968・86・5724
 熊本県中央児童相談所 ☎096・３８１・４４５１（里親担当者）
 児童養護施設シオン園 ☎0968・６２・０４２８（里親ソーシャルワーカー）
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優良品目・品種への改植を応援します！
 ～果樹経営支援対策事業～

移住・定住イベント開催！

果樹農家の
皆さんへ

　玉名地域果樹産地協議会では、果樹の産地間競争力を高めるために果樹経営支援対
策事業を実施します。事業の内容は次のとおりです。

　事業を実施するうえで条件などがありますので、事業実施希望者は３月15日（火）までに、お問い合わせください。

事　業　内　容

・みかんからみかんへの改植

・みかんから落葉果樹への改植

・梨のジョイント栽培への改植

用水・灌水施設の設置

・落葉果樹から落葉果樹への改植

小規模園地整備（園内道の整備など）

助成額 事業実施要件

23 万円／ 10a（定額）

23 万円／ 10a（定額）

33 万円／ 10a（定額）

17 万円／ 10a（定額）

補助率 1／ 2以内

補助率 1／ 2以内

【対象者】
産地計画で位置づ
けられた担い手農
業者

※その他条件有

果樹経営支援対策事業でまとまった改植を実施すると

未収益期間の栽培管理経費の支援を受けられます！
補助率：定額　5.5万円／10a×改植の翌年から4年分＝22万円／10a

改
　
　
　
　植

　イベントでは、「地方に移り住みたい」と願う都市部からの移住希望者が増えるなかで、和水町で
はどのような取り組みが必要なのかを考えます。
　また、今年度和水町が取り組みを行った移住・定住用ショートフィルム上映会やフォトコンテスト
の表彰を行います。

第１部　～移住・定住シンポジウム～

内容　●移住アドバイザーの講演会やハービー・山口
さんのトークショー
●移住・定住用ショートフィルム上映会
●フォトコンテスト表彰　など

第２部

～ハービー・山口さん、小山薫堂さんを
　交えてのショートフィルム鑑賞～

内容　●ハービーさん、小山さんを交えたトークショー
●移住・定住用ショートフィルム上映会　など

と き ３月12日（土）　第１部　午前11時～午後１時、
　　　　　　　　第２部　午後７時30分～９時

ところ 肥後民家村一帯

※午前10時～午後4時の間は、肥後民家村一帯で、「いじゅうライダー」という物販・飲食の出店が催
　されます。

問い合わせ先　まちづくり推進課　地域振興係　☎0968・86・5721

こ　やまくん どう

農林振興課 健康福祉課 学校教育課 税務住民課

問い合わせ先　総合支所　農林振興課　農林振興係　　　☎0968・34・3111（内線７２２）
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